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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マゼンタ色素、イエロー色素、及びシアン色素を含んでなる色素セットであって、
　マゼンタ色素の正規化された分光透過濃度分布曲線が、５２０ｎｍのところで濃度０．
２５～０．９３、５４０ｎｍのところで濃度０．９～１．０、そして５６０ｎｍのところ
で濃度０．９～１．０を有し、イエロー色素の正規化された分光透過濃度分布曲線が、４
５０ｎｍのところで濃度０．９～１．０、そして４７０ｎｍのところで濃度０．８～１．
０を有する色素セット。
【請求項２】
　前記マゼンタ色素の分光曲線が、さらに５１０ｎｍのところで濃度０．２５～０．８６
を有する請求項１に記載の色素セット。
【請求項３】
　前記マゼンタ色素の分光曲線が、さらに５００ｎｍのところで濃度０．２５～０．７９
を有する請求項２に記載の色素セット。
【請求項４】
　前記イエロー色素の分光曲線が、さらに４９０ｎｍのところで濃度０．５～０．９を有
する請求項１に記載の色素セット。
【請求項５】
　前記シアン色素が、６００ｎｍのところで濃度０．６６～０．９４、そして６１０ｎｍ
のところで濃度０．８３～１．０を有する請求項１に記載の色素セット。
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【請求項６】
　前記シアン色素が、５９０ｎｍのところで濃度０．５～０．８９を追加して有する請求
項５に記載の色素セット。
【請求項７】
　前記シアン色素が、５８０ｎｍのところで濃度０．３３～０．８３を追加して有する請
求項６に記載の色素セット。
【請求項８】
　請求項１に記載の色素セットを含んでなるインクジェットカートリッジ。
【請求項９】
　請求項１に記載の色素セットを用いることを含んでなる画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は画像形成システムの色素セットに関する。具体的には、本発明は、可能な色域を
増加する特定な透過率スペクトルを有する、マゼンタ色素及びイエロー色素の組合せを、
シアン色素と一緒に用いる色素セットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
色域はカラー印刷システム及びカラー画像形成システムの重要な特徴である。
それは、与えられた着色剤の組合せを用いて生成可能な色領域の尺度である。色域はでき
るだけ広い方が望ましい。画像形成システムの色域は、画像を生成するのに用いられる一
組の着色剤の吸収特性によって主としてコントロールされる。
減法画像形成システムは一般的に三種類以上の着色剤（典型的には、少なくとも、シアン
、マゼンタ、及びイエローを含む）を用いる。そのようなシステムでは、ブラックのよう
な無彩色（中性濃度）着色剤も一般的である。
【０００３】
画像は、主題として、絵、図、もしくは文字又はそれらが複数混ざったものを含んでなる
ことができる。任意の特定色を有する画像を生成する能力は、画像を生成するのに用いる
システム及び材料の色域によって制限される。従って、インクジェット印刷、色素転写等
で色素を用いる場合、画像再現及びオリジナル画像創作の両方とも生成できるシステム及
び材料の色域によって制限される。
【０００４】
インクジェット印刷は、ディジタル信号に応答して基体（紙、透明フィルム、織物、等）
にインク小滴を付着させることによって画像形成するノンインパクト方法である。インク
ジェットプリンタは、工業用ラベリングから事務文書の少量印刷及び絵入り画像形成の領
域のマーケットにわたる広範囲の用途を有している。用いられるインクは、着色剤として
色素もしくは顔料のいずれかを利用することができる。インクジェット印刷の色素セット
から得ることができる色域を最大にすることが望ましいが、成果は全て満足のいくもので
はなかった。
【０００５】
色域は、いわゆる「ブロック色素」を用いて最大化されると考えられることが多い。R. W
. G. Hunt の「The Reproduction of Colour」、第4 版、135-144 頁には、ブロックがお
およそ４９０ｎｍと５８０ｎｍのところで分離した三種類の理論上のブロック色素を用い
る減法三原色システムで、最適色域を得ることができると提案されている。この提案は興
味深いが種々の理由から実行することができない。特に、提案されたブロック色素に相当
する現実の着色剤は存在しない。
【０００６】
ブロック色素の概念の変更は、「Brightness and Hue of Present-Day Dyes in Relation
 to Colour Photography」、Photo, J. 88b, 26(1948) において　Clarkson, M., E., 及
びVickerstaff, T. によって進められている。Clarkson及びVickerstaff によって、三種
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類の標本形状、即ち、ブロック状、台形状、及び三角形状が与えられている。著者は、Hu
ntの教示とは反対に、台形状吸収スペクトルが垂直面を有するブロック色素に好ましいで
あろうと結論づけた。また、これらの台形スペクトル形状を有する色素も理論上のもので
あり、実際には得ることができない。
【０００７】
最終的に、市販の色素も理論上の色素も、「The Color Gamut Obtainable by the Combin
ation of Subtractive Color Dyes 。Optimum Absorption Bands as Defined by Nonline
ar Optimization Technique 」、J. Imaging Science, 30, 9-12において研究された。著
者、N. Ohta は、現実の着色剤の主題を取扱っており、この刊行物に示されているように
、典型的なマゼンタ及びイエロー色素に現われた曲線が域（gamut ）見地からの色素の最
適吸収曲線であることを示している。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
色域に関連する前述の教示にもかかわらず、色素像形成に用いられている色素セットは最
近の画像形成に望ましい色域を与えていない。従って、従来の画像形成に提案されている
色素セットから得られる色域を超える色域増加を可能にするマゼンタ／イエロー色素組合
せを含んだ色素セットを提供することが解決すべき問題である。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、マゼンタ色素、イエロー色素、及びシアン色素を含んでなる色素セットであっ
て、
マゼンタ色素の正規化された分光透過濃度分布曲線が、５２０ｎｍのところで濃度０．２
５～０．９３、５４０ｎｍのところで濃度０．９～１．０、そして５６０ｎｍのところで
濃度０．９～１．０を有し、イエロー色素の正規化された分光透過濃度分布曲線が、４５
０ｎｍのところで濃度０．９～１．０、そして４７０ｎｍのところで濃度０．８～１．０
を有する色素セットを提供する。本発明は更に前記の色素セットを含んでなるインクジェ
ットカートリッジ、前記色素セットを含有するリザーバ（reservoir ）を有するインクジ
ェットシステム、及び前記色素セットを用いる画像形成方法を提供する。
【００１０】
本発明の色素セットは、従来入手可能な色素セットと比べて増加した色域を提供する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明を前述の部分で要約した。本発明の色素セットは、減法カラー画像形成を用いる。
そのような画像形成では、赤、緑、及び青光の露光量にそれぞれ比例した、シアン、マゼ
ンタ及びイエロー着色剤の組合せを生成することによってカラー画像を作成する。目的は
、観者が満足する再現を提供することである。とにかく、再現されたどの色も、シアン、
マゼンタ、及びイエロー画像着色剤を含んでなっている。再現された色に対する元の色の
関係は、多くのファクターの組合せである。しかし、それは最終画像を生成するのに用い
たシアン、マゼンタ及びイエロー着色剤の組合せの積による達成可能な色域によって制限
される。
【００１２】
個々の着色剤の特性に加えて、お互いに関して好ましい吸収最大を有し、全体に亘って最
適な色域を提供するように一緒に作用する吸収バンド形状を有する、シアン、マゼンタ、
及びイエロー着色剤を有することが必要である。
ＣＩＥＬＡＢ計量、ａ* 、ｂ* 、及びＬ* は、組み合わせて、（定められた観察条件下で
）対象の色（それが、赤、緑、青等かどうか）を記述する。ａ* 、ｂ* 、及びＬ* の尺度
は、詳細に報告されており、今やカラー測定の国際標準である。周知のＣＩＥ系カラー尺
度は国際照明委員会の1931年会議で採用され、1971年に更に改良されたものである。カラ
ー尺度の更に詳しい説明は、F. Billmeyer, Jr. 及びM. Saltzman による、「Principle 
of Color Technology 」第2 版（1981年、J. Wiley and Sons から発行）を引用する。
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【００１３】
簡単に言うと、ａ* は、色がどの程度緑もしくはマゼンタ（それらは反対色であるから）
であるかの尺度であり、ｂ* は、色がどの程度青もしくはイエローであるかの尺度である
。数学的に見ると、ａ* 及びｂ* は次のように定義される：
ａ* ＝５００｛（Ｘ／Ｘn ）

1/3 －（Ｙ／Ｙn ）
1/3 ｝

ｂ* ＝２００｛（Ｙ／Ｙn ）
1/3 －（Ｚ／Ｚn ）

1/3 ｝
（式中、Ｘ、Ｙ及びＺは、対象物を目で見た反射スペクトル、光源（即ち、５０００°Ｋ
）及び標準的な観測装置関数の組合せから得られる三刺激値である。
【００１４】
簡単に言うと、Ｌ* は、色がどの程度明るいか暗いかの尺度である。Ｌ* ＝１００は白で
ある。Ｌ* ＝０は黒である。Ｌ* の値は三刺激値Ｙの関数であるので次のように表される
：
Ｌ* ＝１１６（Ｙ／Ｙn ）

1/3 －１６
本明細書で用いられるように、着色剤セットの色域は、テストした着色剤もしくは着色剤
セットの９Ｌ* スライス（Ｌ* ＝１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０及び
９０）のａ* －ｂ* 領域の合計として表される九つの色空間スライスの合計和である。色
域は、カラーパッチの大きなサンプルを測定して推定するか（長くかかり時間を浪費する
）、もしくは本明細書のように、J. Photographic Science, 38, 163(1990)に記載される
技法を用いて個々の着色剤において測定された吸収特性から計算することができる。
【００１５】
与えられた着色剤の吸収特性は、ある程度は着色剤量（転写された濃度）変化によって変
化する。これは測定フレア、着色剤と着色剤との相互作用、着色剤と受容体との相互作用
、着色剤濃度の影響、及び媒体中の不純物による。しかし、特性ベクトル分析（主成分分
析もしくは固有ベクトル分析ともいう）を用いることによって、関心のある全部の波長領
域及び濃度領域に亘って着色剤の吸収特性の標本である特性吸収曲線を決定することがで
きる。この技法は、J. L. Simonds によってJournal of the Optical Society of Americ
a, 53(8), 968-974(1963) に記載されている。
【００１６】
各着色剤の特性ベクトルは、ピーク高さを１．０に正規化した光透過濃度と波長との二次
元アレイである。特性ベクトルは、先ず、着色剤の濃度もしくは被覆量パーセント（被覆
量１００％：Ｄｍａｘ及び被覆量０％：Ｄｍｉｎを含む）を変えたパッチを有するテスト
画像の反射スペクトルを測定して得られる。そして、Ｄｍｉｎの分光反射濃度を各カラー
パッチの分光反射濃度から引く。この濃度データをＤＲ／ＤＴ曲線を介することによって
、得られたＤｍｉｎが引かれた反射濃度を透過濃度に変換する。そして特性ベクトル分析
を用いて、透過濃度空間で比べた場合、反射濃度に変換した場合、そしてＤｍｉｎに加え
た場合に、測定された分光反射データにぴったりと合う各着色剤の透過濃度曲線を見つけ
る。本明細書では、この特性ベクトルを用いて、着色剤の分光吸収特性を記載し、且つ着
色剤を用いる各画像形成システムの色域を計算する。
【００１７】
「顔料」及び「色素」の用語は、着色剤の異なるタイプを区別のに用いられることが多い
が、二者の区別は常に明確であるとは言えない。本願明細書では、顔料は基体に付着する
ためにはバインダーを必要とする分散性固体粒子着色剤の意味である。色素の用語はこの
規定による顔料以外の全ての着色剤を包含する。
本明細書では、スペクトルが４００ｎｍと５００ｎｍの間にに最大吸収を有するとイエロ
ーであると考え、５００ｎｍと６００ｎｍの間にに最大吸収を有するとマゼンタであると
考え、そして６００ｎｍと７００ｎｍの間にに最大吸収を有するとシアンであると考える
。曲線形状は多くのファクターの関数であり、特定の着色剤化合物の単なる選択の結果で
はない。更に、分光曲線は、二種類以上の化合物の混成吸収を表す場合がある。例えば、
ある特定の化合物が望ましい分光曲線を提供する場合、同じ色の化合物を追加して加える
と、望ましい範囲内のままで、混成曲線を提供することができる。従って、特定の色の二
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種類以上の着色剤もしくは色素を用いた場合、本発明の目的においては、「マゼンタ」着
色剤、「イエロー」着色剤、もしくは「シアン」着色剤の分光曲線は、これら二種類以上
の着色剤から得られた混成曲線を意味する。
【００１８】
色素の化学的組成に加えて、与えられた色素の分光曲線は、他の系の成分（溶剤、界面活
性剤、等）によって影響を受ける場合がある。これらのパラメータを選択して所望する分
光曲線を提供する。
「課題を解決するための手段」のところに記載したように、マゼンタ色素は、５６０ｎｍ
のところで濃度０．９～１．０を有し、５４０ｎｍのところで濃度０．９～１．０を有し
、そして５２０ｎｍのところで濃度０．２５～０．９３を有する。好ましい態様では、５
１０ｎｍのところで濃度０．２５～０．８６、そして好ましくは５００ｎｍのところで濃
度０．２５～０．７９もまた有する。本発明のイエロー色素は、４５０ｎｍのところで濃
度０．９～１．０、そして４７０ｎｍのところで濃度０．８～１．０を有する。望ましく
は、イエロー色素はさらに４９０ｎｍのところで濃度０．５～０．９も有する。
【００１９】
インクジェット印刷に適したインクは、当該技術文和で公知の方法で本発明の色素から調
製することができる。米国特許第４，８１８，２８５号、同５，１４３，５４７号、同５
，１４５，５１９号、同５，１８５，０３４号、及び同５，２７３，５７３号明細書は、
これに関連するガイダンスを提供する。
インクジェットプリンタのプリントヘッドにある複数のノズル、もしくはオリフィスから
インク小滴を噴射することによって、液体インク小滴をコントロールされた様式でインク
受容層基体に適用するインクジェット印刷に、本発明によって提供されるインクジェット
インクを用いる。
【００２０】
市販されているインクジェットプリンタは、いくつかの異なる機構を用いてインク滴の付
着をコントロールする。そのような機構は一般的に二種類あり、コンティニュアスタイプ
とインク滴オンデマンドタイプである。
インク滴オンデマンドシステムでは、生成される圧力（例えば、圧電装置、音響装置、も
しくはディジタルデータ信号に従って制御されるサーマルプロセス）によって、インク滴
をオリフィスから直接インク受容層上のある位置に噴射する。必要がなければ、インク滴
は生成されずプリントヘッドのオリフィスから噴射されない。インクジェット印刷方法は
知られており、関連するプリンタは市販されているので、詳細に記載する必要はないであ
ろう。
【００２１】
本発明の３メンバー、もしくは４メンバー（無彩色、通常、ブラック色素を含む）の色素
セットを含んでなるインクジェット色素セットを普及版のインクジェット印刷システム（
サーマルもしくは圧電インク滴オンデマンドプリンタ及びコンティニュアスインクジェッ
トプリンタを含む）のいずれにも用いることができる。もちろん、具体的なインク配合物
はインクジェット印刷システムの種類によって変わる。
【００２２】
本発明のインクは、Eastman Kodak Company で製造販売されているような写真品質のイン
クジェットペーパーと共に最も有効に用いられる。これは、本発明のインクをこのタイプ
のペーパーに付着させ場合に、光学濃度及び色域が増大されるからである。しかし、これ
らのインクは、種々の透明及び不透明フィルム、またいわゆる普通紙に印刷するのにも有
用である。
【００２３】
本発明の組合せに用いるのに適したシアン色素の例は、一般的に、６００ｎｍのところで
濃度０．６６～０．９４を有し、そして６１０ｎｍのところで濃度０．８３～１．０を有
する。より好ましくは、また、５８０ｎｍのところで濃度０．３３～０．９を有し、そし
て５９０ｎｍのところで濃度０．５～０．８９を有する。表Ｉを参照されたい。
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【００２４】
【実施例】
以下の例は本発明を更に具体的に説明するものである。色素は表Ｉに示したものである。
【００２５】
【表１】

【００２６】
表中、最初の文字はシアン（Ｃｙａｎ）、マゼンタ（Ｍａｇｅｎｔａ）、もしくはイエロ
ー（Ｙｅｌｌｏｗ）を表す。マゼンタ及びイエローサンプルでは二番目の文字は、本発明
（Ｉ）もしくは比較例（Ｃ）を示す。添字は色及び種類のサンプル番号を示す。示したよ
うに使用可能なシアン色素はDirect及びAcid Blue 色素を含む、本発明及び比較マゼンタ
顔料はキナクリドンで「Acid Red」タイプであり、本発明及び比較イエロー色素は、Acid
 Yellow 132 並びに別のAcid及びDirectイエロー色素である。これらの色素の正規化され
た透過濃度を、表ＩＩＡ、ＩＩＢ及びＩＩＣに示す。
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【００２７】
各着色剤の分光吸収曲線を、キセノンパルス源及び公称開口部１０ｎｍを有するMacBeth 
Model 2145反射分光光度計を用いて測定した。反射測定を、４５／０の測定ジオメトリー
を用いて、３８０～７５０ｎｍの波長領域に亘って行い、各色素試験体の特性ベクトル（
透過濃度対波長）を計算した。特性ベクトルを用いてJ. Photographic Science, 38, 163
(1990)に記載されている方法を使って色域計算して得られた色域を決定し、結果を表ＩＩ
Ｉに示す。Eastman Kodak Co. から販売されている「Heavy Weight Photographic Qualit
y Ink Jet Paper 」、光散乱無し、D5000 ビューイング光源、及び２．２Ｄmax ステータ
スＡを用いることを仮定して、上記計算方法により色域を得た。別の方法で色域を計算し
ても同じ相対的結果が見出され、任意のＤmin 、任意の量のフレア、任意のＤmax 及び任
意のビューイング光源においても真実を保持する。
【００２８】
試験したインクを３－μｍフィルターで濾過し、この濾過物をヒューレットパッカードデ
スクジェット（商標）５４０Ｃインクジェットプリンタに使用するのに適したプリントヘ
ッドに導いた。インクの濃度もしくは被覆パーセント（被覆量１００：Ｄmax ）を変えた
パッチを含む画像をEastman Kodak Co. から販売されている光沢インクジェットペーパー
「Heavy Weight Photographic Quality Ink Jet Paper 」に印刷した。これらの画像を用
いてスペクトル分布を測定した。
【００２９】
この方法論によって、試験した種々の色素は指定した波長のところで以下の表に示すよう
な濃度を有する分光曲線を有した。
【００３０】
【表２】

【００３１】
表ＩＩＡは、マゼンタ色素ＭＩ1 だけが、５２０、５４０及び５６０ｎｍで本発明の濃度
範囲に入ることを示す。本発明のマゼンタは、また、５１０及び５００ｎｍのところの好
ましい範囲内にも入る。５２０、５４０及び５６０ｎｍのところで、いずれの比較色素も
記載した範囲内に入らない。
【００３２】



(8) JP 4545836 B2 2010.9.15

10

20

30

40

【表３】

【００３３】
表ＩＩＢは、本発明のイエロー色素だけが、４５０及び４７０ｎｍで本発明の濃度範囲に
入ることを示す。
【００３４】
【表４】

【００３５】
【表５】
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【００３６】
表ＩＩＩでは、インクジェット色素の５カ所の異なる販売者（添字の２～６）によって商
業的に用いられているマゼンタ及びイエロー色素組合せを用いて色域値を得た。シアン色
素を用いた市販の各組合せの場合、比較のインクジェット色素販売者のマゼンタ／イエロ
ー色素組合せ、「従来の技術」のところで引用したOhtaの刊行物のマゼンタ／イエロー組
合せ（添字１）、又は本発明のマゼンタ及び／もしくはイエロー（ＭＩ1 、ＹＩ1 ）のい
ずれかを、特定のシアン色素に対して択一的に用いて、色域を測定した。表ＩＩＩのデー
タは、それぞれ比較した場合、本発明のマゼンタ／イエロー着色剤組合せが優れた色域を
提供することを示している。各色素セットの最初のサンプルは、販売者の現行のシアン、
マゼンタ及びイエロー色素の組合せを表す。Ｃ1 の記号を伴うマゼンタ及びイエロー色素
を用いるサンプルは、販売者の着色剤をOhtaの刊行物の「最適」着色剤と置換したことを
示す。サンプル２、５、８、１１、１４及び１７のOhtaの最適色素を用いて得られた色域
値は他の値に比べて劣っている。サンプル１及び１０では、本発明のマゼンタもしくは本
発明のイエローを用いたが、両方同時には用いていない。この結果はサンプル３及び１２
の本発明の色素を両方とも用いたものとそれぞれ比較すると、明らかに本発明の組合せが
優れていることがわかる。
【００３７】
サンプル１８は、セット中にブラック色素（Lexmark 1382050 、Food Black 2とＥＰ５９
２，７７４号明細書記載の色素とを合わせたもの）を含めた効果を示す。サンプル７及び
９と比べると、改善された結果が得られている。
本願明細書に引用した特許明細書及び刊行物の内容は、引用することにより本発明の内容



(10) JP 4545836 B2 2010.9.15

10

20

30

40

とする。
【００３８】
本発明の他の好ましい態様を請求項との関連において、次に記載する。
（態様１）マゼンタ色素、イエロー色素、及びシアン色素を含んでなる色素セットであっ
て、
マゼンタ色素の正規化された分光透過濃度分布曲線が、５２０ｎｍのところで濃度０．２
５～０．９３、５４０ｎｍのところで濃度０．９～１．０、そして５６０ｎｍのところで
濃度０．９～１．０を有し、イエロー色素の正規化された分光透過濃度分布曲線が、４５
０ｎｍのところで濃度０．９～１．０、そして４７０ｎｍのところで濃度０．８～１．０
を有する色素セット。
【００３９】
（態様２）前記マゼンタ色素の分光曲線が、さらに５１０ｎｍのところで濃度０．２５～
０．８６を有する態様１に記載の色素組合せ。
（態様３）前記マゼンタ色素の分光曲線が、さらに５００ｎｍのところで濃度０．２５～
０．７９を有する態様２に記載の色素組合せ。
（態様４）前記イエロー色素の分光曲線が、さらに４９０ｎｍのところで濃度０．５～０
．９を有する態様１に記載の色素組合せ。
【００４０】
（態様５）追加して無彩色色素を含んでなる態様１に記載の色素組合せ。
（態様６）追加して無彩色色素を含んでなる態様２に記載の色素組合せ。
（態様７）追加して無彩色色素を含んでなる態様３に記載の色素組合せ。
（態様８）追加して無彩色色素を含んでなる態様４に記載の色素組合せ。
（態様９）前記シアン色素が、６００ｎｍのところで濃度０．６６～０．９４、そして６
１０ｎｍのところで濃度０．８３～１．０を有する態様１に記載の色素組合せ。
【００４１】
（態様１０）前記シアン色素が、５９０ｎｍのところで濃度０．５～０．８９を追加して
有する態様９に記載の色素組合せ。
（態様１１）前記シアン色素が、５８０ｎｍのところで濃度０．３３～０．８３を追加し
て有する態様１０に記載の色素組合せ。
（態様１２）追加して無彩色色素を含んでなる態様９に記載の色素組合せ。
【００４２】
（態様１３）態様１に記載の色素セットを含んでなるインクジェットカートリッジ。
（態様１４）態様２に記載の色素セットを含んでなるインクジェットカートリッジ。
（態様１５）態様３に記載の色素セットを含んでなるインクジェットカートリッジ。
【００４３】
（態様１６）態様４に記載の色素セットを含んでなるインクジェットカートリッジ。
（態様１７）態様５に記載の色素セットを含んでなるインクジェットカートリッジ。
（態様１８）態様６に記載の色素セットを含んでなるインクジェットカートリッジ。
【００４４】
（態様１９）態様７に記載の色素セットを含んでなるインクジェットカートリッジ。
（態様２０）態様８に記載の色素セットを含んでなるインクジェットカートリッジ。
（態様２１）態様１に記載の色素セットを用いることを含んでなる画像形成方法。
【００４５】
（態様２２）態様５に記載の色素セットを用いることを含んでなる画像形成方法。
（態様２３）態様１に記載の色素セットを含有するリザーバを含んでなるインクジェット
印刷方法。
（態様２４）態様５に記載の色素セットを含有するリザーバを含んでなるインクジェット
印刷方法。
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